
障害者に関するマークについて      

      

障害のある人に配慮した施設であることや、それぞれの障害についてわかりやすく表示するため、い

ろいろなシンボルマークや表示があります。これらのマークには、国際的に定められたものや、各障害

者団体が独自に提唱しているものもあります。 

私たち一人ひとりがマナーと思いやりを持って、少しでも暮らしやすい社会づくりをめざし、これら

のマークを見かけたら、ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

マークの名称 概要 マークの問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

【障害者のための国際シンボ

ルマーク】 

   

 障害者が利用できる建物、施設であること

を明確に表すための世界共通のシンボルマ

ークです。 

 マークの使用については国際リハビリテ

ーション協会の「使用指針」により定められ

ています。 

 駐車場などでこのマークを見かけた場合

には、障害者の利用への配慮について、ご理

解、ご協力をお願いいたします。 

 ※このマークは「すべての障害者を対象」

としたものです。特に車椅子を利用する障害

者を限定し、使用されるものではありませ

ん。 

財団法人 日本障害者リハビ

リテーション協会 

 

 

TEL：03-5273-0601 

FAX：03-5273-1523 

 

【盲人のためのシンボルマー

ク】 

 世界盲人会連合で 1984 年に制定された盲

人の世界共通のマークです。 

 視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮

された建物、設備、機器などにつけられてい

ます。 

 信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近

に見かけるマークです。 

 このマークを見かけた場合には、視覚障害

者の利用への配慮について、ご理解、ご協力

をお願いいたします。 

 

 

社会福祉法人 日本盲人福祉

委員会 

 

 

TEL：03-5291-7885 

http://www.jsrpd.jp/
http://www.jsrpd.jp/
http://homepage2.nifty.com/welblind/
http://homepage2.nifty.com/welblind/


 

【身体障害者標識（身体障害

者マーク）】 

 

 

 

 

 

【聴覚障害者標識（聴覚障害

者マーク）】 

 

 肢体不自由であることを理由に免許に条

件を付されている方が運転する車に表示す

るマークで、マークの表示については、努力

義務となっています。 

 危険防止のためやむを得ない場合を除き、

このマークを付けた車に幅寄せや割り込み

を行った運転者は、道路交通法の規定により

罰せられます。 

 

 

 

 

 聴覚障害であることを理由に免許に条件

を付されている人が運転する車に表示する

マークで、マークの表示については、義務と

なっています。  

 危険防止のためやむを得ない場合を除き、

このマークを付けた車に幅寄せや割り込み

を行った運転者は、道路交通法の規定により

罰せられます。 

警察庁交通局 都道府県警察

本部交通部 警察署交通課 

 

警察庁 

TEL：03-3581-0141（代） 

 

 

【耳マーク】 

 聞こえが不自由なことを表す、国内で使用

されているマークです。聴覚障害のある方は

見た目には分からないために、誤解された

り、不利益をこうむったり、社会生活上で不

安が少なくありません。  

 このマークを掲示された場合は、相手が

「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、

コミュニケーションの方法への配慮につい

てご協力をお願いいたします。 

社団法人 全日本難聴者・中

途失聴者団体連合会 

 

 

TEL：03-3225-5600 

FAX：03-3354-0046 

http://www.zennancho.or.jp/
http://www.zennancho.or.jp/


 

【ほじょ犬マーク】 

 

 

 身体障害者補助犬法の啓発のためのマー

クです。 

 身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、

聴導犬のことを言います。「身体障害者補助

犬法」が施行され、現在では公共の施設や交

通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホ

テル、レストランなどの民間施設でも身体障

害者補助犬が同伴できるようになりました。 

 補助犬はペットではありません。体の不自

由な方の、体の一部となって働いています。

社会のマナーもきちんと訓練されているし、

衛生面でもきちんと管理されています。 

 お店の入口などでこのマークを見かけた

り、補助犬を連れている方を見かけた場合

は、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部企画課自立支援振

興室 

 

 

TEL:03-5253-1111（代） 

FAX：03-3503-1237 

 

 

【オストメイトマーク】 

 人工肛門・人工膀胱を造設している人（オ

ストメイト）のための設備があることを表し

ています。 

 オストメイト対応のトイレの入口・案内誘

導プレートに表示されています。 

 このマークを見かけた場合には、そのトイ

レがオストメイトに配慮されたトイレであ

ることについて、ご理解、ご協力をお願いし

ます。 

社団法人 日本オストミー協

会 

 

 

TEL：03-5670-7681 

FAX：03-5670-7682 

 

【ハートプラスマーク】 

 「身体内部に障害がある人」を表していま

す。 

 身体内部（心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・

直腸、小腸、免疫機能）に障害がある方は外

見からは分かりにくいため、様々な誤解を受

けることがあります。 

 内部障害の方の中には、電車などの優先席

に座りたい、近辺での携帯電話使用を控えて

ほしい、障害者用駐車スペースに停
と

めたい、

といったことを希望していることがありま

す。 

 このマークを着用されている方を見かけ

た場合には、内部障害への配慮についてご理

解、ご協力をお願いいたします。 

特定非営利活動法人 ハー

ト・プラスの会 

 

TEL；052-718-1581 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hojoken/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hojoken/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hojoken/index.html
http://www.joa-net.org/-オストメイト対応トイレの現況.html
http://www.joa-net.org/-オストメイト対応トイレの現況.html
http://www.normanet.ne.jp/~h-plus/
http://www.normanet.ne.jp/~h-plus/


 

【「白杖ＳＯＳシグナル」普及

啓発シンボルマーク】 

 白杖を頭上５０ｃｍ程度に掲げてＳＯＳ

のシグナルを示している視覚に障害のある

人を見かけたら、進んで声をかけて支援しよ

うという「白杖ＳＯＳシグナル運動」の普及

啓発シンボルマークです。 

 白杖によるＳＯＳのシグナルを見かけた

ら、進んで声をかけ、困っていることなどを

聞き、サポートをしてください。 

※駅のホームや路上などで視覚に障害のあ

る人が危険に遭遇しそうな場合は、白杖によ

り SOSのシグナルを示
しめ

していなくても、声を

かけてサポートをしてください。  

岐阜市福祉部福祉事務所障が

い福祉課 

 

TEL：058-214-2138 

FAX：03-5388-1413 

 

【ヘルプマーク】 

 

義足や人工関節を使用している方、内部障害

や難病の方、または妊娠初期の方など、外見

からわからなくても援助や配慮を必要とし

ている方々が、周囲の方に配慮を必要として

いることを知らせることで、援助を得やすく

なるよう作成されたマークです。 

 ヘルプマークを身に着けた方を見かけた

場合は、電車・バス内で席をゆずる、困って

いるようであれば声をかける等、思いやりの

ある行動をお願いします。 

東京都福祉保健局障害者施策

推進部計画課 

 

TEL：03-5320-4147 

FAX：03-5388-1413 

 

http://www.city.gifu.lg.jp/21102.htm
http://www.city.gifu.lg.jp/21102.htm
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/helpmark.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/helpmark.html

